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１１ 住 宅 
 

１ 住宅の新築・増改築補助金、改築資金貸付 

   住宅の新築・増築・改築の際、次の補助金、貸付資金を利用することができます。 

 

（１）帯広市ユニバーサルデザイン住宅補助金（帯広市独自） 
 

  ユニバ－サルデザイン住宅は、赤ちゃんから高齢者まですべての人が将来にわたって 

安心して暮らせる住宅です。 
 

新築補助 増改築補助

便利で安全、安心できる新築住宅を計画し
ている方に補助

便利で安全、安心できる住宅へ増改築する
方に補助

ユニバーサルデザイン設計指針に基づき増
築改修する住宅

４．施工業者
市内に事務所もしくは営業所を有し、建設
業法による許可を受け建設工事を請け負う
事業者

５．補助内容 ２０万円　（一律）
最大２０万円

(補助率５０％)

６．申請期限 １１月末日 １月末日

７．その他

８．相談
　　問合せ先

１．目的

帯広市高齢者・身障者等対応住宅設計指針（ユニバーサルデザイン設計指針）に基づく居住
環境の整備に必要な資金を補助することによって、良好で快適な生活ができる住宅を普及促
進します。

２．対象者

市区町村民税を滞納していない方（納税状況によって対象となる場合があります）

世帯総所得５５０万円以下の方
（所得とは、会社員などの場合は、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額です）

暴力団員でない方

・申込期間中であっても予算枠に達した時点で受付を終了します。
・申込みから補助金の受取りまでを同じ年度で行っていただきます。
　（完了期限3月15日）
・補助額は補助対象工事費（消費税除く）に補助率をかけた金額です。
　端数が生じる場合、千円未満は切り捨てとなります。
・その他要件等、詳細についてはお問合せください。

（市）建築指導課～市役所高層棟６階　☎６５－４１８０

３．対象住宅

帯広市内にユニバーサルデザイン設計指針
に基づき新築する住宅

現に対象者が居住している住宅

改造工事後 居住する空家

昭和５６年５月３１日以前に建築された住宅
（旧耐震基準の住宅）で木造軸組工法により
建築されたものについては、「無料耐震簡易
診断」を受けなければならない。

建設業等を営む方で、市内に事業所、営業所
を有する法人又は市内に住所を有する個人

（市）建築開発課～市役所６階 ☎６５－４１７９ 

 

予算枠に達するまで 

8.相談・ 

問合先 

・申込期間中であっても予算枠に達した時点で受付を終了します。 

・申込みから補助金の受取りまでを同じ年度で行っていただきます。 

・補助額は補助対象工事費（消費税除く）に補助率をかけた金額です。 

 端数が生じる場合、千円未満は切り捨てとなります。 

・その他要件等、詳細についてはお問合せください。 
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●ユニバーサルデザイン住宅相談会 
 

理学療法士、作業療法士、一級建築士、保健師が専門の立場からユニバーサルデザ

イン住宅に関する相談をお受けします。 

お住まいの間取りがわかる図面等をお持ちになってお越しください。 
 

会場：帯広市役所１０階会議室 

日時：毎月第２・第４水曜日、１３時～１６時 

※相談会場・相談日時についての詳細はお問合せください 
 
 

 

 
 

 
申し込みの流れ 

 
新築補助 増改築補助 

事前相談 
（建築開発課） 

新築基準の適合性 

について確認 

ユニバーサルデザイン住宅 

相談会・現地調査 

ユニバーサルデザインアドバイザー 

の助言・指導 

補助申請（申請者→市） 

補助金交付決定通知（市→申請者） 

工事 

工事完了実績報告書提出（申請者→市） 

完了検査 

補助金受取り（申請年度内に全て完了してください） 

申込・問合先 （市）建築開発課～市役所６階 ☎６５－４１７９ 
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（２）生 活 福 祉 資 金 の 住 宅 資 金                                     
 

 障害者世帯や低所得世帯の方などが、住宅の補修、改築などを行う際に資金の貸付を 

受けることができます。 

 居住地区の民生委員にご相談ください。 

 1 .対 象 者 

   

低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯 

 

 2. 対象住宅   補修、増築・改築（新築を除く）・保全の為に必要な経費 

3. 貸付限度額 

利率 

  ２５０万円以内 

連帯保証人を立てる場合無利子。立てない場合、年１．５％。 

 4. 償還期間   据置期間６カ月以内 ７年以内に償還 

 5. 留意事項 

  貸付できない場合 

・他制度の貸付が可能な場合、他制度が優先となります。 

・新築および土地、住宅の新規取得・工事内容が違法なもの 

・建物を取り壊すための経費 

 

6. 相談・問合先 

・各地区の民生委員 

・（福）帯広市社会福祉協議会 

    公園東町３丁目９－１ 帯広市グリーンプラザ内 

 ☎２１－２４１４ 

 

 

☎２１－２４１４ 

 

 

２ 公 営 住 宅 の 優 遇 措 置 
 

 障害者の方が、公営住宅へ申込む場合、抽選番号の加算などの優遇措置を受けられる

場合があります。 

 なお、公営住宅の空室等の関係から希望するところへ必ず入居できるものとは限りま

せん。 

 1. 対  象   療育手帳Ａ・Ｂの交付を受けている方がいる世帯 

 2. 申 請 先 

  （１）市営住宅 

     （市）住宅営繕課～市役所３階 ☎６５－４１９０ 
 

  （２）道営住宅 

     （株）エーワンホーム（指定管理者）西８南１３ 

☎２２－２０１３ 

 


